
平成３０年１１月１日

雨水排水対策室

柏市雨水流出抑制技術基準の改正について

～雨水流出抑制容量の算定方法と流出抑制方法の変更等～

平成２６年７月施行の水循環基本法を受けて，本市における浸水被害の軽減

及び地下水の涵養や保全を目的として，平成３０年１２月１日，都市計画法第

２９条に該当する開発行為における雨水流出抑制に関して記載した「柏市雨水

流出抑制技術基準」が改正されます。なお，施行は平成３１年３月１日となり

ます。移行期間として，平成３１年２月２８日までに計画協議願いを提出され

たものは，旧基準の適用（新基準と併用は不可）もできます。計画をする際は，

雨水排水対策室にて十分確認して下さい。

１．雨水流出抑制容量の算定方法が変わります

（旧）専用住宅 0.6ha 以上及び （旧）専用住宅 0.6ha 未満

専用住宅以外

（新）専用住宅及び専用住宅以外（用途面積を問わず全て下記の表となります）

※１ 対象区域面積とは開発区域全面積（ヘクタール換算）をいいます。

※２ 流出抑制強化区域（旧基準では，浸水区域）で対象区域面積が 1 ヘクタ

ール未満の場合は，上記で算出した基準値に 1.5（補正値）を乗じます。

ただし，1,300× A で算出した数値を超える場合は，1,300× A とすること

ができます。なお，緩和区域は廃止となります。

区 域 設 定 ／ 区 画 面 積
165m 2

未 満

165m 2

以 上

通 常 区 域 ・ 緩 和 区 域
5.0m 3

以 上

7.0m 3

以 上

浸 水 区 域
7.0m 3

以 上

9.5m 3

以 上

対 象 区 域 面 積 流 出 抑 制 基 準 値

0.05 h a 以 上 0.1h a 未 満 250× A m 3

0. 1 ha 以 上 0.5h a 未 満 500× A m 3

0. 5 ha 以 上 1.0h a 未 満 1,30 0× A× A m 3

1. 0 ha 以 上 1,30 0× A m 3

対 象 区 域 面 積 ※ １ 流 出 抑 制 基 準 値 ※ ２

0. 0 5 h a 以 上 0.5h a 未 満 50 0× A m 3

0. 5 ha 以 上 1.0h a 未 満 1,30 0× A× A m 3

1. 0 ha 以 上 1,30 0× A m 3



２．調整池設置の面積要件が変わります

（旧）

（新）

※１ 流出抑制強化区域内や周辺で浸水履歴がある場合は，本市と協議の

結果， 1.0ha 未満であっても，専用調整池や調整池の設置となる場合も

あります。

※２ 調整池は，堀り込み式調整池を基本とするが，本市他部署による上

部利用の協議が整った場合は，地下式調整池も可とします。

この他の改正点に関しましては，「柏市雨水流出抑制技術基準」をご確認下

さい。柏市ホームページより，ダウンロードできます。

用 途 対 象 区 域 面 積 流 出 抑 制 方 法 管 理

専 用 住 宅

0.6 h a 未 満 各 区 画 に 浸 透 槽 設 置 事 業 者

0.6 h a 以 上

専 用 調 整 池 （ 調 整 池 に 流 入 で き

な い 区 画 に つ い て は ， 本 市 と 協

議 し て 浸 透 槽 又 は 調 整 槽 を 区 画

内 に 設 置 ）

本 市

（ ） 内 は

事 業 者

専 用 住 宅

以 外

0.6 h a 未 満 浸 透 施 設 又 は 調 整 池 事 業 者

0.6 h a 以 上

調 整 池 （ 調 整 池 に 取 込 め な い 区

域 に つ い て は ， 本 市 と 協 議 し て

浸 透 施 設 を 設 置 ）

事 業 者

用 途 対 象 区 域 面 積 流 出 抑 制 方 法 管 理

専 用 住 宅

1 . 0 h a 未 満 ※ １ 各 区 画 に 浸 透 槽 又 は 調 整 槽 設 置 事 業 者

1 . 0 h a 以 上

専 用 調 整 池 ※ ２（ 調 整 池 に 流 入 で

き な い 区 画 は ， 本 市 と 協 議 し て

浸 透 槽 又 は 調 整 槽 を 区 画 内 に 設

置 ）

本 市

（ ） 内 は

事 業 者

専 用 住 宅

以 外

1 . 0 h a 未 満 ※ １

調 整 池 又 は 浸 透 槽 あ る い は 浸 透

施 設 設 置 （ 本 市 と 協 議 の 上 ， 併

用 も 可 と す る ）

事 業 者

1 . 0 h a 以 上

調 整 池 （ 調 整 池 に 取 込 め な い 区

域 は ， 本 市 と 協 議 し て 浸 透 槽 あ

る い は 浸 透 施 設 を 設 置 ）

事 業 者


